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   甲府市介護保険条例の一部を改正する条例 

 甲府市介護保険条例（平成１２年３月条例第５号）の一部を次のように改正す

る。 

 第６条第１項中「平成３０年度から令和２年度」を「令和３年度から令和５年

度」に改め、同項第１号の次に次の１号を加える。 

⑴の２ 令第３９条第１項第２号に掲げる者 ５万４，４４０円  

 第６条第１項第５号ア中「第３８条第４項」を「第２２条の２第２項」に、「と 

する」を「とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする」に改め、同 

項第７号ア中「２００万円」を「２１０万円」に改め、同項第８号ア中「３００万

円」を「３２０万円」に改め、同条第２項中「平成３０年度にあっては３万

５，０００円と、平成３１年度にあっては２万９，１６０円と、令和２年度にあっ 

ては」を削り、同条第３項中「平成３１年度にあっては５万６，３９０円と、令和 

２年度にあっては」を削り、同項を同条第４項とし、同条第２項の次に次の１項を 

加える。 

３ 所得の少ない第１号被保険者についての保険料の減額賦課に係る第１項第１号 

の２に該当する者の各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、３万

８，８９０円とする。 

 第９条第３項中「第６条第５号イ」を「第６条第１項第５号イ」に、「第６条第 

５号から」を「第６条第１項第５号から」に改める。 

 附則に次の３項を加える。 



 （令和３年度から令和５年度までの保険料率の算定に関する基準の特例） 

１６ 第１号被保険者のうち、令和２年の合計所得金額に所得税法（昭和４０年法 

律第３３号）第２８条第１項に規定する給与所得又は同法第３５条第３項に規定 

する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和３年度における保険料率の算 

定についての第６条第１項（第５号ア、第６号ア、第７号ア、第８号ア、第９号

ア、第１０号ア、第１１号ア及び第１２号アに係る部分に限る。）の規定の適用 

については、同項第５号ア中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法（昭和 

４０年法律第３３号）第２８条第１項に規定する給与所得及び同法第３５条第３ 

項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第２８条第２項の 

規定によって計算した金額及び同法第３５条第２項第１号の規定によって計算し 

た金額の合計額から１０万円を控除して得た額（当該額が零を下回る場合には、 

零とする。）によるものとし、租税特別措置法」とする。 

１７ 前項の規定は、令和４年度における保険料率の算定について準用する。この 

場合において、同項中「令和２年」とあるのは、「令和３年」と読み替えるもの 

とする。 

１８ 第１６項の規定は、令和５年度における保険料率の算定について準用する。 

この場合において、同項中「令和２年」とあるのは、「令和４年」と読み替える 

ものとする。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の甲府市介護保険条例（以下「新条例」という。）の規 

定は、令和３年度以後の年度分の保険料について適用し、令和２年度分までの保

険料については、なお従前の例による。 

３ 新条例第６条第１項第７号アに該当する者であって、合計所得金額が２００万 

円以上２１０万円未満のものの令和３年度から令和５年度までの各年度における

保険料率は、同号アの規定にかかわらず、１１万６，６７０円とする。 

４ 新条例第６条第１項第８号アに該当する者であって、合計所得金額が２９０万 

円以上３２０万円未満のものの令和３年度から令和５年度までの各年度における



保険料率は、同号アの規定にかかわらず、１３万６，１１０円とする。 

 

 

 

 

 

提案理由 

令和３年度から令和５年度までの各年度における保険料率を定める等について

は、この条例を制定する必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。 


